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平成29年 9月 6日 

各  位 

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社

 代表取締役社長兼 CEO 一 木  茂

 （コード3121 東証 2部）

問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 髙 﨑 正 年

 （TEL 03-5224-4900）

 

第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 29 年 9 月 6 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行

される株式（以下、「本新株式」といいます。）の募集及び新株予約権（以下、「本新株予約権」と

いいます。）の募集を行うこと（以下、本新株式及び本新株予約権の募集を総称して「本第三者割

当」といいます。）について決議しましたので、お知らせいたします。 

 
１． 第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集の概要 

＜本新株式の募集の概要＞ 

（１） 払 込 期 日 平成 29 年 9 月 22 日 

（２） 発 行 新 株 式 数 250,000 株 

（３） 発 行 価 額 1 株につき 370 円 

（４） 調 達 資 金 の 額 

92,500,000 円 
発行諸費用の概算額を差し引いた手取概算額については、下記

「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」をご参照くだ

さい。 

（５） 
募集又は割当方法 
（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 
White Knight Investment Limited     250,000 株 

（６） そ の 他 
上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の

届出の効力発生を条件とします。 

 （注）末尾に本新株式の発行要項を添付しております。 

 
  ＜本新株予約権の募集の概要＞ 

（１） 割 当 日 平成 29 年 9 月 22 日 

（２） 新株予約権の総数 22,500 個 

（３） 発 行 価 額 
総額 9, 225,000 円 
（新株予約権 1 個当たり 410 円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 
潜 在 株 式 数 

2,250,000 株 

（５） 調 達 資 金 の 額 

884,475,000 円 
（内訳） 
新株予約権発行分    9,225,000 円 
新株予約権行使分    875,250,000 円 
上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての

新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額で
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す。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当

社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額

は減少します。 

（６） 行 使 価 額 1 株当たり 389 円 

（７） 
募集又は割当方法 
（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 
White Knight Investment Limited     22,500 個 

（８） そ の 他 

① 譲渡制限 
本新株予約権の当該権利の譲渡については、当社取締役会の

承認を要するものとします。 
② 取得条項 

本新株予約権の割当日から 6 か月を経過した日以降いつで

も、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本

新株予約権を取得する日（以下、「取得日」といいます。）を

決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、

取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得

日の通知を当該取得日の 14 日前までに行うことにより、取得

日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権 1
個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約

権全部又は一部を取得することができます。 
③ その他 

前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発

生を条件とします。 

（注）末尾に本新株予約権の発行要項を添付しております。 

 
２．募集の目的及び理由 
（１）資金調達の目的と理由 
 当社は、昭和 22 年 3 月に創業し、現在創業 70 年を迎え、昭和 24 年 6 月に福岡証券取引所（現

在は上場廃止）、昭和 36 年 9 月に大阪証券取引所第二部、平成 25 年 7 月に証券取引所の市場統

合により東京証券取引所第二部に上場しております。創業当時は紡績業を行っておりましたが、

日本経済構造の変化に対応すべく、平成 14 年 5 月に紡績事業から完全撤退し、それまでに行っ

ていた不動産賃貸業、ボウリング場運営に加え、平成 16 年 7 月にホテル運営事業に参入してき

ました。平成 21 年 7 月に現社名のマーチャント・バンカーズ株式会社に変更後、国内不動産投

資及び企業投資を中心としたマーチャント・バンキング事業及びホテル運営事業等のオペレーシ

ョン事業を行っております。 
 平成 29 年 7 月 18 日付「今後の事業展開に関するお知らせ」で開示しましたように、当社は、

安定的収益基盤として、収益不動産、ホテル運営及び病院給食事業等を行いながら、将来性の期

待できる事業への投資を行っており、事業用賃貸マンション等の収益不動産に対する投資により、

さらなる収益基盤の強化をはかっております。平成 30年 3月期中には累計で収益不動産 30物件、

投資総額約 100 億円を行い、平成 31 年 3 月期には営業利益 5 億円体制を計画しております。 
 将来性の期待できる事業への投資として、中長期的に、仮想通貨事業等のフィンテック事業、

介護ロボット等の医療・介護ビジネスに対しても投資を行うだけでなく、他社との協業体制のも

と新たなビジネスを展開する予定であります。 
 このような事業計画をベースに、当社が今後も持続的な事業成長を実現するために、本第三者

割当で調達した資金を、具体的に、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のと

おり充当することにより、当社の企業価値増大に寄与していくものと判断しております。 



 

- 3 - 

 
（２）資金調達の方法として本第三者割当による新株式及び新株予約権を選定した理由 
 当社の資金需要につきましては、「３．（２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおりで

ありますが、資金調達の方法としては、事業規模の拡大を目的とし、成長戦略に基づく先行投資

という資金使途の性質や、金融機関からより有利でスムーズな借入を行うために財務体質のさら

なる安定性を確保する必要性から、間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うことといた

しました。直接金融による資金調達の代表的な方法として公募増資という方法もありますが、調

達に要する時間及びコストが第三者割当による新株式及び新株予約権の発行より割高であること

から、現時点における資金調達方法としては合理的ではないと判断いたしました。 
 このような状況の中、当社は、アドバイザリー業務を事業として展開しているキャピタルソリ

ューションズ株式会社（東京都練馬区中村北 4丁目 4番 2-304 号 代表取締役 小林伸光 以下、

「キャピタル社」といいます。）から、かねてよりファイナンスに関する営業を受けておりました。

キャピタル社の代表取締役である小林伸光氏は、平成 29 年３月頃、当社取締役 CFO 兼財務経理

部長である髙﨑正年が、旧知の知人からの紹介により面識を持ったものであります。代表取締役

である小林伸光氏が、大手証券会社の投資銀行部門の経験があり、また、引受先となる投資家と

のネットワークを保有していること、及び、ファイナンスに関する豊富な経験と知識を有するこ

とから、キャピタル社に、当社のファイナンシャル・アドバイザーとして助言をいただくことと

いたしました。 
本新株式と本新株予約権の発行を組み合わせた今回の資金調達スキームは、キャピタル社から

提案を頂いたものであります。当社といたしましても、本新株式の発行により、財務体質の強化

を図り、事業成長のための一定額を迅速にかつ確実に調達することができるとともに、本新株予

約権の発行により割当予定先が当社に対して段階的に投資を行うことができるように配慮したも

のと考えております。加えて、必ずしも本新株予約権は一度に大量の新株式を発行するものでは

ないため、当社および当社既存の株主にとっても、既存株式の希薄化が段階的に進む点で優位性

があると判断して採用いたしました。なお、当初の計画通りに、本新株予約権の行使による資金

調達を行うことができない場合、成長戦略に係る資金の支出予定時期を調整するとともに別途資

金調達を検討することにより対応する予定であります。 

 
（本新株予約権の特徴） 
本新株予約権の特徴は、次のとおりであります。 
＜メリットとなる要素＞ 
① 本新株予約権は、発行当初から行使価額は 389 円で固定されており、行使価額修正条項付

きのいわゆるＭＳＣＢやＭＳワラントとは異なり、将来的な市場株価の変動によって行使

価額が変動することはありません。また、本新株予約権の目的となる株式の総数について

も、発行当初から 2,250,000 株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在

株式が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行

使価額及び割当株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。 
② 本新株予約権には、上述「本新株予約権の募集の概要」の「（８）その他」欄に記載のとお

り、本新株予約権の割当日から 6 か月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により

本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することができます。 
③ 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限が付されておりま

す。 

 
＜デメリットとなる要素＞ 
① 本新株予約権の行使が進んだ場合、2,250,000 株の新株式が交付されるため、既存株式の希

薄化が生じることになります。 
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② 当社株価が行使価額を下回って推移している場合には、本新株予約権の行使が進まず当社

の予定する資金調達が十分に行えない可能性があります。 
③ 割当予定先である White Knight Investment Limited （以下、「White Knight」といいま

す。）は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場において売却する可能性

があります。この場合、当社の株価が下がる可能性があります。 

 
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額

（内訳） 
（ア） 新株式発行による調達額 
（イ） 新株予約権の発行 
（ウ） 新株予約権の行使 

976,975,000 円

 
92,500,000 円

9,225,000 円

875.250.000 円

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 45,210,000 円

③ 差 引 手 取 概 算 額 931,765,000 円

（注）１．払込金額の総額は、本新株式の払込価額 92,500,000 円に本新株予約権の払込金額の

総額 9,225,000 円及び行使に際して払い込むべき金額 875,250,000 円の合計

884,475,000 円を合算した金額であります。なお、本新株予約権の行使期間内に行使

が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、上記差引手取概算額

は減少します。 
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 
３．発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用 3,500,000 円、弁護士費用 1,000,000 円、割

当先等調査費用 200,000 円、新株予約権価格算定費用 1,500,000 円、有価証券届出書

作成費用 300,000 円、フィナンシャル・アドバイザリー費用（キャピタルソリューシ

ョンズ株式会社 東京都練馬区中村北４丁目４番２-３０４号 代表取締役 小林伸

光）38,710,000 円（内訳は、新株式発行時に 3,700,000 円を支払い、新株予約権の行

使時に行使額の 4％を支払う契約であり、全量行使の場合は 35,010,000 円）を予定し

ております。なお、発行諸費用の内訳については概算額であり、変動する可能性があ

ります。 

 
（２）調達する資金の具体的な使途 
＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 

 具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期 

① 賃貸用不動産の取得資金 88 
平成 29 年 10 月～ 
平成 29 年 12 月 

 
＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞ 

 具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期 

① 賃貸用不動産の取得資金 593 
平成 29 年 10 月～ 
平成 30 年 10 月 

② 香港における仮想通貨取引所の開設資金 250 
平成 29 年 10 月～ 
平成 30 年 10 月 

（注）１．調達資金を実際に支出するまでは、当社の取引金融機関の預金口座にて管理いたしま

す。 
２．今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合等、その時々の状況に応じて、資金の
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使途、金額又は支出予定時期は変更する可能性があります。資金の使途、金額又は支

出予定時期に変更があった場合には、速やかに開示・公表いたします。 
３．株価低迷により権利行使が進まない場合は、銀行借入等、別途資金調達を検討いたし

ます。 
４．本第三者割当により調達される手取金の使途のより具体的な内容につきましては、以

下の通りです。 

 
① 賃貸用不動産の取得資金 

当社は、上記のとおり、安定した収益基盤の柱として、収益不動産への投資を行っ

ております。収益不動産への投資につきましては、 
・国内の賃貸用不動産の売買取引は広く市場性があり、流動性が高い。 
・安定的なキャッシュフローが期待できるため、損益のボラティリティが低い。 
・借入の担保とすることが容易で、投資にあたり外部借入を活用しやすい。 

といったメリットがございますが、当社は、空室リスクが低く、流動性が高く、金融

機関からの融資も得られやすい、大都市圏の賃貸用マンションを中心に、収益不動産

投資に取り組んでおり、現在、取得価額 50 億円で 14 物件を保有しております。 
平成 29 年７月 18 日付「今後の事業展開に関するお知らせ」で開示しましたように、

収益基盤のさらなる強化のため、平成 30 年 3 月期中に 40～50 億円を投じ、30 物件

体制とする計画であります。この資金は、主に金融機関からの借入により調達する予

定でありますが、加えて、今回の調達資金のうち 681 百万円（本新株式 88 百万円、

本新株予約権 593 百万円）を、各賃貸用不動産物件を取得する際の自己資金として、

取得金額の一部に充当してゆくことにより、よりスピーディーに賃貸用不動産取得を

進め、また、財務体質を強化することにより、金融機関からの借入をより円滑に行う

ことを意図するものであります。 
現在、大都市圏のレジの場合、ＮＯＩ（償却前利益）利回り 5.5％程度以上の物件に

投資しておりますが、自己資金 681 百万円とし、取得資金のうち 80％を金融機関から

借入れるとすると、総額 3,500 百万円程度の不動産を取得することが可能となります。

この場合、賃料収入が年間 190 百万円程度、ここから、減価償却費及び諸経費を差し

引いた年間の営業利益は 120 百万円程度の増加が見込まれます（実際の投資の成果は

あらゆる要因により変動する可能性があります）。 
現在、３件の不動産の案件を精査している段階でありますが、取得を決定している

具体的案件はありません。しかしながら、優良な賃貸用不動産物件の取得を成約させ

るためには、資金力とスピードが、物件取得の競合相手に対して、物件所有者との交

渉上の優位な立場を確保する重要な要素であります。そのためには、最適なタイミン

グで資金を投下できるように当社の手元資金を強化する必要があり、今回資金調達を

実施することにより、より優良な賃貸用不動産物件を、よりスムーズに取得すること

が可能となります。 
なお、本新株予約権の行使状況にかかわらず、平成 29 年７月 18 日付「今後の事業

展開に関するお知らせ」で開示しましたとおり、金融機関からの借入等により、平成

30 年３月期中に 40～50 億円を投じ、30 物件体制とする計画であります。本新株予約

権の一部又は全ての行使のタイミングにより、賃貸用不動産の取得資金として調達を

予定していた資金の調達が平成 30 年４月以降となった場合には、追加の賃貸用不動

産案件の取得に充当する予定であります。 
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② 香港における仮想通貨取引所の開設資金 
当社は、平成 29 年 3 月 6 日付「香港における仮想通貨取引所開設準備に関するお

知らせ」、平成 29 年 7 月 3 日付「香港における仮想通貨取引所開設準備に関するお知

らせ（開示事項の経過）」及び平成 29 年 7 月 24 日付「香港法人申請から設立のお知

らせ（開示事項の経過）」に開示しましたように、投資先であるＢＴＣボックス株式会

社（以下、「ＢＴＣボックス社」といいます。）との協業体制のもと、アジア地域にお

いて仮想通貨取引所の展開、仮想通貨を活用した資産運用商品の開発及び販売、仮想

通貨事業（ＩＣＯ※等）のアドバイス事業を行う予定であり、当社のこれまでの香港

における事業を通じて構築してきた金融界・産業界とのビジネスリソースを活かし、

香港に仮想通貨取引所を開設することを目的として、平成 29 年 7 月 12 日付で MBK 
ASIA LIMITED（当社 100％子会社）を設立いたしました。 
現在、仮想通貨は、主に投資対象として大いに注目されておりますが、今後、国境

を越えた決済手段や支払手段として、通貨本来の需要も見込まれ、当社は、仮想通貨

の投資分野としての大いなる可能性に注目し、平成 29 年３月にＢＴＣボックス社に

投資したものであり、香港に仮想通貨取引所を開設することにより、仮想通貨による

日本と香港との間の決済、送金手段構築に取り組もうとするものであります。 
今後のスケジュールは、現在、香港における仮想通貨取引所等の調査を開始すると

ともに、今後、ＢＴＣボックス社の日本における仮想通貨交換業者登録後に、ＢＴＣ

ボックス社との間で、仮想通貨取引、顧客管理等のシステムの開発、サーバ等のイン

フラの構築及び運営ノウハウ等に係る業務提携を行い、具体的な開設スケジュールを

策定する予定であります。ＢＴＣボックス社にシステム開発やインフラ構築等を委託

のうえ、MBK ASIA LIMITED において仮想通貨取引所を開設し、その運営もＢＴＣ

ボックス社に委託する方向で検討しております。 
香港における仮想通貨取引所開設資金 250 百万円の内訳は、開設に係る調査費用 40

百万円、さらに、香港における仮想通貨取引所の開設を決定した場合に、システム開

発費用 54 百万円、インフラ構築費用 12 百万円、運営費用 144 百万円を予定しており

ます。これらの費用のうち調査費用を除く費用は、香港における仮想通貨取引所を開

設しなかった場合、賃貸用不動産取得資金に充当するものといたしますが、その場合

には速やかに開示いたします。 
また、香港における仮想通貨取引所の開設に係るスケジュール及びＢＴＣボックス

社との業務提携の具体的な内容等が確定した場合においても、速やかに開示いたしま

す。 

 
※ＩＣＯ（Initial Coin Offering）： 
企業またはプロジェクトが自らコイン（仮想通貨）を発行し、当該コインが仮想通貨

取引所で売買する前に、投資家が当該コインを購入することで資金調達を行うことを

いいます。 

 
本新株予約権で調達する資金の優先順位としては、収益基盤の強化に直結する「賃

貸用不動産の取得資金」を優先した上で、次に「香港における仮想通貨取引所の開設

資金」に適切なタイミングで順次充当する予定であります。 
なお、本新株予約権の行使が進まずに予定した資金（843 百万円）の調達ができな

かった場合には、その時の状況に応じて判断してまいりますが、資金調達方法を再考

し、一時的に当社の手元資金を活用しながら当社の新たな資金調達を検討していく所

存です。 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 
 本第三者割当により調達する資金は、上記「３．（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予

定時期」に記載の通り、賃貸用不動産の取得資金、及び、香港における仮想通貨取引所の開設資

金に充当する予定であります。 
 これらの資金使途は、上記「３．（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載

の通り、企業価値及び株主価値を向上させると判断しているため、本第三者割当による新株式及

び新株予約権の発行により調達する資金の使途には、合理性があると判断しております。 

 
５．発行条件等の合理性 
（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 
① 本新株式 

発行価格は、株式会社東京証券取引所市場第二部における本第三者割当に係る取締役会

決議の直前営業日の終値を基準とし、割当予定先との間で協議を重ねた結果、直前営業日

の終値（389 円）を基準とし、５％ディスカウントした 370 円といたしました。 
また、本新株式の発行価格 370 円は本調達に係る取締役会決議の前日までの最近の 1 カ

月平均 396 円に対して 6.57％のディスカウント、前日までの最近 3 か月平均 411 円に対し

て 9.98％のディスカウント、前日までの最近 6 か月平均 426 円に対して 13.15％のディス

カウントとなっております。 
発行価格は株式会社東京証券取引所市場第二部における当社普通株式の終値を基準とし

た経緯としましては、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成 22
年 4 月 1 日付）（以下、「日証協指針」といいます。）によれば、第三者割当により株式の発

行を行う場合には、その発行価格は、原則として、株式の発行に係る取締役会決議の直前

日の価格（直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価格）を基

準として決定することとされているため、これに従い、当社取締役会決議日の直前営業日

の終値を発行価格の基準といたしました。 
また、ディスカウント率を５％とした経緯につきましては、当社が平成29年３月期にお

いて経常損失を計上していることから割当予定先であるWhite Knight からディスカウント

要望があり、当社としましても、White Knightが本新株予約権についても引受を行ってい

ることや、本株式の発行によって財務体質の強化を図り、事業成長のための一定額を迅速

にかつ確実に調達することができること、本第三者割当による資金調達が当社の企業価値

増大に寄与していくとの認識のもと、割当予定先であるWhite Knight との協議を踏まえ決

定したものであり、合理性があるものと判断いたしました。 
以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達の目的、他の調達手段の選

択肢を考慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株

式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたし

ました。 
また、当社の監査役 3 名（すべて社外監査役）全員から、うち２名は取締役会において、

残り１名はあらかじめ、本新株式の発行は、取締役会決議の直前営業日の終値を基準にし

ており、ディスカウント率についても日証協指針に準拠するものであることから、特に有

利な払込金額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 
そして、当社取締役会は、監査役 3 名から上記意見表明も踏まえ、全取締役の賛同の下、

本新株式の発行を決議しております。なお、全取締役 4 名のうち 1 名は、取締役会欠席の

ため、あらかじめ賛同したものであります。 

 
② 本新株予約権 

 本新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、他の上場企業の第三者割当増資におけ
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る公正価値の算定実績をもとに選定した第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイ

ザーズ株式会社（住所：東京都千代田区永田町 1 丁目 11 番 28 号、代表者：代表取締役社

長 能勢元）に依頼し、本新株予約権の評価報告書を取得いたしました。 
 また、当該機関の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の

発行決議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性（ボラティリテ

ィ）、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の総数引受契約に定め

られた諸条件を考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照さ

れている離散型時間モデルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法

を採用しております。 
 なお、当該機関による算定の条件として、基準となる当社株価 389 円（平成 29 年 9 月 5
日の終値）、権利行使価額 389 円、ボラティリティ 61.04％（平成 28 年 8 月から平成 29
年 8 月の日次株価を利用し年率換算して算出）、権利行使期間 1 年、リスクフリーレート▲

0.154％（評価基準日における中期国債レート）、配当率 0.257％、当社による取得条件、新

株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信用リスク等を参考に公

正価値評価を実施し、本新株予約権 1 個につき 410 円との結果を得ております。 
当社は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による本新株予約権の発行価額

の公正価値の算定結果を参考に、割当予定先と協議のうえ、本新株予約権の発行価額を、

評価額（410 円）と同額とすることを決定いたしました。 
本新株予約権の行使価額については、本第三者割当に関する取締役会決議日の直前営業

日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 389 円といたしました。行使価額

の決定に際し、取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所市場第二部におけ

る当社普通株式の終値を基準値として算定しましたのは、当社としましては、直前営業日

の株価終値が当社の企業価値を反映しているものと判断したことによります。 
 また、本新株予約権の行使価額 389 円は本調達に係る取締役会決議の前日までの最近の

1 カ月平均 396 円に対して 1.77％のディスカウント、前日までの最近３か月平均 411 円に

対して 5.35％のディスカウント、前日までの最近６か月平均 426 円に対して 8.69％のディ

スカウントとなっております。 

 
 以下、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前提となる条件について記載いた

します。 

 
ⅰ．割当予定先の権利行使については、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前

提として、行使期間最終日（平成 30 年 9 月 22 日）に時価が行使価額以上である場合には

残存する本新株予約権の全てを行使するものと仮定しております。行使期間中においては、

最小二乗法を組み合わせたモンテカルロ・シミュレーションに基づき行使タイミングを計

算しております。具体的には、新株予約権を行使した場合の行使価値と、継続して保有し

た場合の継続価値を比較し、継続価値よりも行使価値が高いと判断された時に割当予定先

が新株予約権を行使することを仮定しております。 

 
ⅱ．取得条項があることは、割当予定先にとっては、株価上昇に伴い新株予約権の価値が

上昇しているにもかかわらず発行体の任意による新株予約権の取得及びその消却が行われ

る可能性があることから、投資的・経済的な観点からはデメリットといえます。よって、

取得条項があることは本新株予約権の価値を減価する要因の一つとなり、株価が行使期間

に代替資金調達コストを加えた額を超過した場合に、取得条項を発動することを前提に置

いております。具体的には、代替資金調達コストは修正 CAPM により算定した株主資本コ

スト 3.52％に当社の想定格付から推定した信用コスト分 25.56％としており、取得条項を
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発動する株価水準は、行使価額 389 円に代替資金調達コスト 114 円を加えた 503 円として

おります。 
なお、当社は、取得条項がない場合についても、取得条項がある場合と比べ本新株予約権

の価値が高く評価されることを確認しております。 

 
ⅲ．株価の希薄化については、時価よりも低い行使価額で新株式を発行することによる、1
株当たり企業価値の希薄化の影響を下記の算式により考慮しております。 
行使後の株価＝（行使時株価×発行済株式総数＋行使価額×行使による発行株式数）/（発

行済株式総数＋行使による発行株式数） 

 
ⅳ．株式の流動性については、全量行使で取得した株式を 1 営業日当たり 26,410 株（最近

1 年間の日次売買高の中央値である 264,100 株の 10％）ずつ売却することができる前提を

置いております。日次売買高の 10％という数値につきましては、「有価証券の取引等の規

制に関する内閣府令」の 100％ルール（自己株式の買付に伴う相場操縦により市場の公正

性・健全性が損なわれないよう、取引高を売買高の 100％を上限とする規則）を参照し、

市場環境への影響を鑑みて取引上限高である100％のうち平均してその10％～20％程度の

自己株式の取引が市場でなされると想定し、その水準の取引高は市場価額への影響が軽微

であること、また新株予約権の評価を行う一般的な算定機関において通常利用している数

値であることから、日次売買高の 10％という数値を採用しており、このような前提は妥当

であると考えております。また、本新株予約権においては、新株予約権者の権利行使にお

ける特性についても加味されております。具体的には本新株予約権の割当日から３ヶ月を

経過した時点から６ヶ月を経過するまでの期間において取得条項が発動された場合におい

ては、当該期間において均等に権利行使されブロックトレードが行われるものと仮定し、

ブロックトレードによる株式処分コストを加味しております。株式処分コストについては、

過去における公募・売出の発行事例から算出した合理的と見積もられる一定の水準を想定

し評価を実施しております。 

 
ⅴ．そのうえで、当社は本新株予約権の公正価値（1 個当たり 410 円）と本新株予約権の

払込金額（1 個当たり 410 円）を比較し、本新株予約権を公正価値と同額で発行するため、

本新株予約権の発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。 

 
なお、当社監査役 3 名（すべて社外監査役）全員から、うち２名は取締役会において、

残り１名はあらかじめ、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、当社と取引関

係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独

立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法としては市場慣

行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された

公正価値評価額と同額の払込金額として決定していることから、有利発行には該当せず、

適法である旨の意見を表明しております。 
そして、当社取締役会においては、監査役 3 名の上記意見表明についての説明を受け、

全取締役の賛同の下、本新株予約権の発行を決議しております。なお、全取締役 4 名のう

ち 1 名は、取締役会欠席のため、あらかじめ賛同したものであります。 

 
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 
 本新株式及び本新株予約権発行に係る潜在株式数は、それぞれ 250,000 株及び 2,250,000 株

の合計 2,500,000 株（議決権個数は 25,000 個）であり、平成 29 年 3 月 31 日現在の当社発行

済株式総数 27,117,556 株に対して 9.21％、同日現在の議決権総数 270,794 個に対して 9.23％
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となります。そのため、本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行により、一定の希薄

化が生じることになります。また、本第三者割当増資の取締役会決議日(平成 29 年９月６日)
から６ヶ月以内である平成 29 年３月 30 日に実施した自己株式の処分による募集株式数は、普

通株式 400,000 株(議決権数 4,000 個)であり、本第三者割当増資により発行する本株式及び本

新株予約権発行に係る潜在株式数の合計 2,500,000株(議決権数 25,000個)を合算した株式数は

2,900,000 株(議決権数 29,000 個)になります。本第三者割当増資による株式数（議決権数）に

６ヶ月以内の第三者割当(前回割当)により処分した自己株式数（議決権数）を加算した合計

2,900,000 株(議決権数 29,000 個)を分子とし、前回割当決議時点における発行済株式数

27,117,556 株(議決権数 266,791 個)に対する希薄化率は 10.69％(議決権ベースの希薄化率は

10.87％)に相当いたします。 
しかしながら本新株式及び本新株予約権の発行による資金調達は、当社の企業価値及び株主

価値の向上に寄与できるものと考えられ、希薄化の程度を踏まえても、今回の募集規模は合理

的であると判断しております。 
また、割当予定先である White Knight は、本新株式の割当及び本新株予約権を行使して取

得した当社株式（2,500,000 株）を中長期保有ではなく、株価の状況や市場での株式取引状況

を鑑みながら市場で売却する方針ですが、当社株式の直近 1 か月間の 1 日当たりの平均出来高

は 72,124 株、直近 3 か月間の 1 日当たりの平均出来高は 159.773 株、直近 6 か月間の 1 日当

たりの平均出来高は 583,123 株となっており、一定の流動性を有しております。 
また、White Knight が本新株式及び本新株予約権を行使して取得した場合の当社株式数

2,500,000 株を本新株予約権の行使期間である 1 年間（245 日/年度営業日で計算）で売却する

と仮定した場合の 1 日当たりの数量は 10,204 株（小数点以下切捨て）となり、上記直近 1 か

月間の1日当たりの平均出来高の14.15％、直近3か月間の1日当たりの平均出来高の6.39％、

直近６か月間の１日当たりの平均出来高の 1.75％となるため、これらの売却が市場内で短期間

で行われた場合には、市場で流通する当社株式の株価に影響を与える可能性はあります。 
しかしながら、割当予定先である White Knight は、当社株式を売却する場合には可能な限

り市場動向に配慮しながら行うことを口頭で表明していることから、当社株式の流通市場にお

ける株価への影響は限定的なものになると考えられます。 
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６．割当予定先の選定理由等 
（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 White Knight Investment Limited 

（２） 
所 在 地 

1st Floor#4 DEKK House, De Zippora Street, P.O.Box.505, 
Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles 

（３） 代表者の役職・氏名 Director  南谷猛 

（４） 事 業 内 容 投資業 

（５） 資 本 金 US$1 

（６） 設 立 年 月 日 平成 25 年 11 月 5 日 

（７） 発 行 済 株 式 数 １株 

（８） 決 算 期 ９月 

（９） 従 業 員 数 ０名 

（10） 主 要 取 引 先 該当なし 

（11） 主 要 取 引 銀 行 DBS 銀行 

（12） 大株主及び持株比率 Director 南谷猛  100％ 

（13） 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 該当事項はありません。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 該当事項はありません。 

 関 連 当 事 者 へ の 
該 当 状 況 

該当事項はありません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2014 年 9 期 2015 年 9 期 2016 年 9 期 

 連 結 純 資 産 209 ― ―

 連 結 総 資 産 209 ― ―

 １株当たり連結純資産(円) 209 ― ―

 連 結 売 上 高 9 ― ―

 連 結 営 業 利 益 9 ― ―

 連 結 経 常 利 益 9 ― ―

 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

9
― ―

 
１株当たり連結当期純利益

( 円 ) 
9

― ―

 １ 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) ― ― ―

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 
（注）１．当社との関係の欄は、平成 29 年 9 月 6 日現在におけるものであります。 

２．White Knightの2015年９月及び2016年９月決算数値につきましては、White Knight
の本店所在地を管轄しますセーシェル共和国の国内法に基づき提出期限が定められて

ないため、現在集計中になります。 

 
（２）割当予定先を選定した理由 
 当社は本資金調達において、割当予定先を選定するにあたり、当社の経営方針・経営戦略、資

金需要及び資金調達の時期等、当社の状況を理解していただける割当予定先であるかどうかを重

視し、検討を行ってまいりました。 



 

- 12 - 

 このような状況の中、上記「２．（２）資金調達の方法として本第三者割当による新株式及び新

株予約権を選定した理由」に記載のとおり、キャピタル社からの調達方法の提案を受け、平成 29
年 6 月頃、キャピタル社に対し、当社の経営方針・経営戦略に理解を示していただける投資家の

紹介を依頼し、平成 29 年 7 月初旬、過去に複数の上場会社に投資をしている White Knight の代

表者である南谷猛氏の紹介を受け、White Knight と協議を実施いたしました。 
 当社は White Knight に対して、当社の経営方針・経営戦略、財務内容及び資金需要等の説明

を行い、当社の現状を理解していただきました。そのうえで、当社は White Knight から、本新

株式と本新株予約権の発行を組み合わせた今回の資金調達スキームについても賛同を頂いたため、

White Knight を割当予定先として確定いたしました。 

 
（３）割当予定先の保有方針 
 当社は、割当予定先である White Knight より株券等の保有方針について、White Knight が当

社の新株式及び新株予約権を引き受ける理由はあくまで純投資であり、キャピタルゲインの獲得

のみの目的としているため、当社の株価の動向により、ある水準のキャピタルゲインが得られる

場合には、当社株式及び新株予約権の行使によって入手した当社株式を市場で売却する意向であ

りますが、当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行う意向であること

の説明を口頭で受けております。 
なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本件第三者割当により

発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により

報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告

内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。 

 
（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
 当社は、本新株式及び本新株予約権に係る払込みについて、割当予定先である White Knight
の平成 29 年８月 31 日時点の預金残高を、当該割当予定先を名義人とする銀行口座に係る口座概

要書の写しにより確認し、当該割当予定先が本新株式及び本新株予約権に係る払込みに十分な現

預金を保有していることを確認しております。また、当社が確認しました割当予定先であるWhite 
Knight の資金につきましては、White Knight の代表者である南谷猛氏個人が White Knight に
出資している資金である旨を口頭にて確認しております。なお、現時点における保有資産からす

ると本新株予約権の全てを行使できないものの、本新株予約権の一部を行使し、行使により取得

した株式を売却することにより、さらに本新株予約権の行使資金を確保するというWhite Knight
の方針を勘案し、当社としましても十分であると判断いたしました。 

 
（５）割当予定先の実態 
 当社は、企業調査等を業務内容としている、第三者機関である民間調査会社（株式会社セキュ

リティー＆リサーチ：代表取締役 羽田寿次：東京都港区赤坂 2-8-11-406）に対し、割当予定先、

割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力との関係を有していないかの調査を委託し、その

調査報告書を受領しており、割当予定先である White Knight、割当予定先の役員及び主要株主

が反社会的勢力と一切関係のないこと、また、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪

行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下、特定団体

等」といいます。）に該当せず、かつ、特定団体等とは一切関係がないことを当社として確認して

おり、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。なお、割当予定先である

White Knightにつきましては、反社会的勢力との関係を有していないかどうかの調査に加えて、

実在しているかどうかの調査も併せて委託しており、当社として実在していることを確認してお

ります。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 
（１）本新株式割当後の大株主の状況 

募集前（平成 29 年 3 月 31 日現在） 募 集 後 

トータルネットワークホールディ

ングスリミテッド 
25.05％ トータルネットワークホールディ

ングスリミテッド 
24.82％

アートポートインベスト(株) 18.54％ アートポートインベスト(株) 18.37％

(株) Ｊ＆Ｋ 13.22％ (株) Ｊ＆Ｋ 13.10％

古川 令治 12.08％ 古川 令治 11.97％

(株)ＪＭＫＴファイナンス 2.54％ (株)ＪＭＫＴファイナンス 2.52％

(株)ぽると 2.50％ (株)ぽると 2.47％

張 店 1.48％ 張 店 1.46％

バンク オブ ニューヨーク ジ

ーシーエム クライアント ア

カウント イー ピーデイー 

1.19％ バンク オブ ニューヨーク ジ

ーシーエム クライアント アカ

ウント イー ピーデイー 

1.18％

野村證券(株) 1.17％ 野村證券(株) 1.16％

日本証券金融(株) 1.08％ 日本証券金融(株) 1.07％

（注）１．上記の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。 
２．平成 29 年 3 月末日時点の株主名簿を基にして作成しております。 

 
（２）本新株式割当及び本新株予約権全部行使後の大株主の状況 

募集前（平成 29 年 3 月 31 日現在） 募 集 後 

トータルネットワークホールディ

ングスリミテッド 
25.05％ トータルネットワークホールディン

グスリミテッド 
22.94％

アートポートインベスト(株) 18.54％ アートポートインベスト(株) 16.98％

(株) Ｊ＆Ｋ 13.22％ (株) Ｊ＆Ｋ 12.10％

古川 令治 12.08％ 古川 令治 11.06％

(株)ＪＭＫＴファイナンス 2.54％ White Knight Investment Limited 8.44％

(株)ぽると 2.50％ (株)ＪＭＫＴファイナンス 2.32％

張 店 1.48％ (株)ぽると 2.28％

バンク オブ ニューヨーク ジ

ーシーエム クライアント ア

カウント イー ピーデイー 

1.19％ 張 店 1.35％

野村證券(株) 1.17％ バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウン

ト イー ピーデイー野村證券(株) 

1.09％

日本証券金融(株) 1.08％ 野村證券(株) 1.07％

（注）１．上記の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。 
２．平成 29 年 3 月末日時点の株主名簿を基にして作成しております。 
３．割当予定先である White Knight Investment Limited の割当後の総議決権数に対する

所有議決権数は、本新株予約権を全て行使したうえで取得する当該株式を全て保有し

たと仮定した場合の数となります。 

 
８．今後の見通し 
 本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行による当社の平成 30 年 3 月期の業績への

影響は軽微であるとあると考えておりますが、今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた
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場合は、速やかにお知らせいたします。 

 
９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものでは

ないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異

動が見込まれるものではないこと）ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定

める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 
10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 

連 結 売 上 高 2,670 百万円 3,423 百万円 2,555 百万円

連 結 営 業 利 益 △189 百万円 70 百万円 17 百万円

連 結 経 常 利 益 △208 百万円 37 百万円 △23 百万円

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 
当 期 純 利 益 

△646 百万円 12 百万円 148 百万円

１株当たり連結当期純利益 △29.11 円 0.50 円 5.55 円

１ 株 当 た り 配 当 金 －円 －円 2.00 円

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 102.92 円 104.72 円 115.77 円

 
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 29 年 9 月 6 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 27,117,556 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

 
（３）最近の株価の状況 
① 最近３年間の状況 

 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 

始  値 134 円 151 円 196 円

高  値 200 円 310 円 711 円

安  値 123 円 120 円 154 円

終  値 151 円 198 円 408 円

 
② 最近６か月間の状況 

 29 年 3 月 29 年 4 月 29 年 5 月 29 年 6 月 29 年 7 月 29 年 8 月

始  値 515 円 418 円 380 円 453 円 424 円 392 円

高  値 711 円 418 円 513 円 480 円 485 円 410 円

安  値 400 円 363 円 377 円 400 円 382 円 380 円

終  値 408 円 380 円 442 円 428 円 395 円 399 円
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③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 29 年 9 月 5 日 

始  値 396 円

高  値 396 円

安  値 365 円

終  値 389 円

 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
・第三者割当増資 

払 込 期 日 平成 27 年 10 月 5 日 

調 達 資 金 の 額 532,000,000 円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 120 円 

募 集 時 に お け る

発 行 済 株 式 数
22,615,056 株 

当 該 募 集 に よ る

発 行 株 式 数
4,500,000 株 

募 集 後 に お け る

発 行 済 株 式 総 数
27,115,056 株 

割 当 先 アートポートインベスト株式会社 

発 行 時 に お け る

当 初 の 資 金 使 途

賃貸用不動産の取得資金 432 百万円 
インターネットカフェ店舗出店資金 100 万円 

発 行 時 に お け る

支 出 予 定 時 期
平成 27 年 10 月～平成 29 年 3 月 

現 時 点 に お け る

充 当 状 況
賃貸用不動産の取得資金 532 百万円 

（注）平成 29 年６月 19 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」で開示しましたとおり、「発

行時における当初の資金使途」を「賃貸用不動産の取得資金 532 百万円」に、「発行時に

おける支出予定時期」を「平成 28 年 3 月～平成 29 年 6 月」に変更しており、現時点にお

きまして、変更後の資金使途並びに支出予定時期どおりに充当しております。 
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・第三者割当による自己株式処分 

払 込 期 日 平成 29 年 3 月 30 日 

処 分 価 額 の 総 額 現物出資の方法によるため、金銭の払込はありません。 

処 分 価 額 500 円 

処 分 時 に お け る

発 行 済 株 式 数
27,117,556 株 

処 分 株 式 数 400,000 株 

処 分 後 に お け る

発 行 済 株 式 総 数
27,117,556 株 

処 分 先 張 店 

処 分 時 に お け る

当 初 の 資 金 使 途

処分先の保有するＢＴＣボックス株式会社の発行済株式数の 14.8％にあたる

株式を出資の目的として取得いたしました。 
処 分 時 に お け る

支 出 予 定 時 期

現 時 点 に お け る

充 当 状 況

 
11．発行要項 
（１）募集株式の発行要項 

１．募集株式の種類 当社普通株式 250,000 株 

２．払込金額 １株につき 370 円 

３．払込金額の総額 92,500,000 円 

４．増加する資本金及び資本準備金の

額 
資本金   金 46,250,000 円 
資本準備金 金 46,250,000 円 

５．申込期日 平成 29 年 9 月 22 日 

６．払込期間 平成 29 年 9 月 22 日 

７．募集又は割当方法 第三者割当による 

８．割当先及び割当株式数 White Knight Investment Limited 250,000 株 

９．払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 本店営業部 

10．その他 ①上記各項については、金融商品取引法による届出の効

力発生を条件とする。 
②その他第三者割当による株式の発行に関し必要な事項

は、当社代表取締役に一任する。 
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（２）マーチャント・バンカーズ株式会社 第 15 回新株予約権発行要項 

 

新株予約権の目的

となる株式の種類 

当社普通株式 

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であ

る。 

なお、単元株式数は100株である。 

申込期日 平成29年9月22日 

割当日 平成29年9月22日 

払込期日 平成29年9月22日 

新株予約権の目的

となる株式の数 

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は2,250,000株

とする（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」とい

います。）は100株とする。）。但し、本欄第２項ないし第４項により、割当株式数が調

整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じ

て調整されるものとする。 

２．当社が別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の調整を行

う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行

使価額及び調整後行使価額は、別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第３項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別欄「新株予約権の行使時の払

込金額」第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。 

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、

調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適

用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や

かにこれを行う。 

新株予約権の行使

時の払込金額 

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当た

りの出資される財産の価額（以下、「行使価額」といいます。）は、金389円とする。

３．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本欄第３項第(2)号に掲げる各事由により当社の

発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定

める算式（以下、「行使価額調整式」といいます。）をもって行使価額を調整する。

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額
×

既発行 

普通株式数 ＋

交付普通 

株式数 
× 

１株当たりの

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

① 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含

む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請
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求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利

の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併によ

り当社普通株式を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、

無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につ

き株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。 

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す

る定めのある取得請求権付株式又は本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込

金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）を発行又は付与する場合 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部

が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発

生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当

日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得と引換えに本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の

調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) その他 

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位を切

り捨てるものとする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の金融商品取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未

満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価

額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当

該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。 

(5) 本欄第３項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額

の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要が

あるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、
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本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整

後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこ

れを行う。 

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価額の総額 

884,475,000円 

（注）すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。新株予約権の権

利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及

び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減

少します。 

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格及び資本

組入額 

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本

新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払

込金額の総額を加えた額を、別欄「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で

除した額とする。 

２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金

額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額

とする。 

新株予約権の行使

期間 

平成29年９月23日から平成30年９月22日までとする。（但し、別欄「自己新株予約権の

取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、

当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。） 

新株予約権の行使

請求の受付場所、

取次場所及び払込

取扱場所 

１．新株予約権の行使請求の受付場所 

マーチャント・バンカーズ株式会社 財務経理部 

東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

２．新株予約権の行使請求の取次場所 

  該当事項はありません。 

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 本店営業部 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

新株予約権の行使

の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

自己新株予約権の

取得の事由及び取

得の条件 

本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新

株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議

することができるものとする。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株

予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の 14 日前までに行うことによ

り、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込価額

と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものと

する。 

新株予約権の譲渡

に関する事項 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関す

る事項 

該当事項はありません。 

組織再編成行為に

伴う新株予約権の

交付に関する事項 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交

換又は株式移転（以下、総称して「組織再編成行為」といいます。）をする場合、当該組

織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」
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といいます。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号のイないしホ

に掲げる株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」といいます。）の新株予約権を、

次の条件にて交付できるものとする。この場合においては、以下の条件に沿って再編対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成

行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 

④ 新株予約権を行使することのできる期間 

別欄「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の

開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別欄「新株予約権

の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 

別欄「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」

に準じて決定する。 

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第２項に定める行使価額を基準に組織再編成

行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たり

の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 

⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件 

別欄「新株予約権の行使の条件」及び別欄「自己新株予約権の取得の事由及び取得の

条件」に準じて決定する。 

⑧ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

以 上 
 


